
保育所の設置認可について

高まる保育需要に対応するため、岡崎地域に新たな保育所の創設に取り組んできま

した。令和元年度に整備・運営を行う社会福祉法人を公募により選定し、「（仮称）若

松西保育園」として、施設整備が進められてきました。

この度、当該保育所の開所にあたり設置認可の申請がありましたので、児童福祉法

第 35 条第６項の規定により、認可について審議会の意見を聴取いたします。

１ 設置認可申請法人等の概要について

法 人 名 社会福祉法人 真和会

所 在 地 岡崎市針崎町字朱印地３番地

設 立 年 月 日 昭和 46 年 11 月６日

法人が経営する

事業

白鳩保育園

岡崎市針崎町字朱印地３番地

昭和 28 年 10 月１日認可

定員 200 人

役 員 役員名簿のとおり

施設定員 200 人

面 積 約 2,800 ㎡

用途地域 第一種住居地域

構 造 RC造 耐火建築物

（仮称）若松西保育園整備の概要

２ 設置認可申請保育所について

名 称 浄華保育園

所 在 地 岡崎市若松町字西之切 47 番地 2（予定）

土 地 2,788.13 ㎡（岡崎市から無償貸与）

建 物

構 造 鉄筋コンクリート造 ２階建て

建築面積 1,098.52 ㎡

延床面積 1,441.51 ㎡

令和３年 12 月 完工予定

利用定員

２００人

【内訳】 ０歳 6 人、１歳 28 人、２歳 32 人

３歳 43 人、４歳 45 人、５歳 46 人

※ ただし、４歳児は令和５年４月から

５歳児は令和６年４月から受入れ予定

従事者数

園長 1 人

主任保育士 1 人

保育士 33 人（常勤 16 人・非常勤 17 人）

調理員 5 人（常勤 2 人・非常勤 3 人）

看護師 1 人（非常勤）

その他職員 13 人（非常勤）

嘱託医 2 人（非常勤）

事業開始

予定日
令和４年４月１日

浄華保育園

＜周辺図＞
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社会福祉審議会 児童福祉専門分科会

（保育所の設置認可について）



３ 認可基準審査について

 ⑴ 設備に関する事項

基 準 浄華保育園の申請内容

必要な設備 必要面積・要件等 設置する設備 根拠

乳児室・ほふく室 乳児室：乳児又は２歳未満の幼児１人につき 3.3 ㎡以上【岡崎市基準】 ０～１歳児 34 人

120.59 ㎡÷34 人≒3.54 ㎡

平面図

各室面積表ほふく室：乳児又は２歳未満の幼児１人につき 3.3 ㎡以上

保育室・遊戯室 ２歳以上の幼児１人につき 1.98 ㎡以上 ２～５歳児 166 人

保育室 412.79 ㎡÷166 人≒2.48 ㎡ （別途、遊戯室 152.7 ㎡）

〃

※上記を２階に

設ける場合

耐火建築物又は準耐火建築物であること 該当 建築確認済証

常用の屋内階段又は屋外階段の設置 屋内階段、屋外階段ともにあり 平面図

避難用として次のいずれかの設備

・ 建築基準法施行令第 123 条第１項各号に規定する構造の屋内階段

（ただし、当該階段の構造は、建築物の１階から２階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を

通じて連絡することとし、かつ同条第３項第３号、第４号及び第 10 号を満たすものとする。）

・ 建築基準法施行令第 123 条第３項に規定する構造の屋内特別避難階段

・ 待避上有効なバルコニー

・ 傾斜路又は準ずる設備（非常用滑り台）

・ 屋外階段

２方向に避難用屋外階段あり 〃

保育室等その他幼児が出入りし、または通行する場所に乳幼児等の転落事故を防止する設備の設置 ※ 完成後、現地確認 現地確認

医務室 設置すること １階に設置 6.88 ㎡ 平面図

各室面積表

調理室 設置すること １階に設置 64.82 ㎡ 〃

便所 設置すること １階：０～１歳児室と２歳児室の間、遊戯室北側に設置

２階：３歳児室北側、５歳児室北側に設置

〃

屋外遊戯場 満２歳以上の幼児１人につき 3.3 ㎡以上 ２～５歳児 166 人

753.20 ㎡÷166 人≒4.53 ㎡

〃

 ⑵ 人員に関する事項

基 準 浄華保育園の申請内容

必要な人員 必要人数・要件等 配置する人員等 根拠

保育士 乳児 概ね 3 人につき１人以上 ０ 歳 児 6 人÷ 3 ＝ ２人

１ 歳 児 28 人÷ 4 ＝ ７人

２ 歳 児 32 人÷ 5 ＝ 6.4 人 必要配置数 20.9 人

３ 歳 児 43 人÷18 ≒ 2.4 人

４・５歳児 91 人÷30 ≒ 3.1 人

⇒ 配置予定数 33 人（常勤換算 27.09 人）

職員一覧

満１歳以上満２歳未満 幼児 概ね 4 人につき１人以上【岡崎市基準】

満２歳以上満３歳未満 幼児 概ね 5 人につき１人以上【岡崎市基準】

満３歳以上満４歳未満 幼児 概ね 18 人につき 1 人以上【岡崎市基準】

満４歳以上の幼児 概ね 30 人につき１人以上

嘱託医 配置すること 嘱託医（内科医・歯科医） 〃

調理員 配置すること 常勤２人 非常勤３人 〃

 ⑶ 申請者の欠格事項

基 準 浄華保育園の申請内容

要 件 欠格事項該当の有無 根拠

児童福祉法第３５条第５項第４号のいずれにも該当するものでないこと

（「申請者の欠格事項（児童福祉法第 35 条第５項第４号）」参照）

いずれにも該当しない 誓約書



４．岡崎市子ども・子育て支援事業計画との関係について

本市の子ども・子育て環境の整備については、令和２年３月に策定した「おかざきっ子 育

ちプラン（第２期 岡崎市子ども・子育て支援事業計画）」に基づき進めており、当該保育所の

整備についても計画により進めています。

※ おかざきっ子 育ちプラン P36～38 より抜粋

５．スケジュール

浄華保育園設置認可申請の流れ
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